
SDS目安箱にいただいたご相談等に関する処理の流れ

担当者による内容確認

目安箱への投稿
目安箱

経済産業省ご相談者

事実確認

SDS未提供事業者

SDSの着実な提供

事実報告

SDS

法に基づく勧告

法律違反

勧告

公表

明らかな違反行為があった場合

※勧告に従わない場合

SDS
連絡様式

【参考】

助言

相談・意見に対する検討

指導・助言

SDS


